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■１　はじめに 

匝瑳市議会令和８年３月定例会が開会され、令和８年度当初予算案及び関係諸

議案の御審議をお願いするに当たり、改めて２期目就任の御挨拶を申し上げ、あ

わせて、新年度における市政運営方針の大要と私の所信を申し述べさせていただ

きます。 

 

　去る２月８日に執行されました匝瑳市長選挙におきまして、市民の皆様をはじ

め、各方面からの御支援を頂き、２期目の市政をお預かりすることになりました。 

　２期目の市政運営に臨み、こうして所信を申し述べることができますことは、

誠に光栄であるとともに、その責任の重さに身の引き締まる思いであります。 

　市民の皆様からの期待に応えるため、全力で市政運営にまい進してまいる所存

でありますので、議員各位並びに市民の皆様には、これまでに増しての御支援、

御協力をお願い申し上げる次第であります。 

 

　さて、私は、令和４年２月の市長就任以降、「今住む人が幸せに暮らし、若者

や子どもたちが住み続ける地域づくり」の実現に向け、市民の皆様にお約束した

「６つのまちづくりビジョン」と「７つの重点施策」の推進に取り組んでまいり

ました。 

　しかしながら、市民が望む、市民病院の建替整備事業をはじめ、市民の安全を

守る、匝瑳市横芝光町消防組合消防庁舎建設事業、銚子連絡道路の延伸効果を活

かす、産業用地整備事業、地域課題を解決する脱炭素社会の推進など、匝瑳市の

将来を見据えたまちづくりの実現に向けては、まだまだ道半ばであります。 

　また、何よりも、喫緊の課題である財政健全化については、将来にわたって持

続可能な財政運営を目指し、更なる財政基盤の強化に取り組んでいかなければな

りません。 

　今後の市政運営に当たりましては、１期目の４年間を振り返り、これまでの経

験を糧として、更に一歩踏み込み、果敢に政策を前進させるという決意のもと、

挑戦を続けてまいる所存であります。 
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■２　財政状況と予算編成方針 

次に、財政状況と予算編成方針について申し上げます。 

　本市では近年、多額の財政調整基金を取り崩しながらの厳しい予算編成が続いてお

り、令和６年度決算では、財政硬直化の度合いを示す指標である経常収支比率が９９．

１％になるなど、財政状況も悪化傾向にあります。 

　根本的な要因としては、本市の財政が歳入に見合った歳出構造になっていないとい

う状況がありますが、近年の人件費や物価高騰などの影響によって、その状況は更に

深刻化しています。 

　このような状況を早期に脱するとともに、将来にわたって持続可能な財政運営を目

指し、令和７年度は全庁体制に組織を拡大した「匝瑳市財政健全化推進委員会」にお

いて、「令和８年度当初予算編成に向けた事業仕分け」、「令和７年度当初予算の執行

抑制」、「歳入確保対策の強化」、「公共施設の統廃合等に向けた検討」の４つの事項に

ついて取組を進めてまいりました。 

　このうち、「令和８年度当初予算編成に向けた事業仕分け」では、事業の廃止や縮

小等を決定し、約５，８００万円の経費を削減しました。また、「令和７年度当初予

算の執行抑制」では、現時点で、約１，９００万円の抑制が可能であると見込んでお

ります。 

　こうした状況を踏まえ、令和８年度当初予算は、 

　　１　骨格予算の編成 

　　２　総合計画の着実な推進 

　　３　財政健全化に向けた取組の推進 

の３つの基本方針に基づき編成いたしました。 

　この結果、令和８年度の匝瑳市一般会計当初予算案の総額は、令和７年度当初予算

と比較して、４億４，３００万円（２．７％）増の１７０億９，４００万円、また、

国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、病院事業会計

を合わせた匝瑳市の予算総額は、前年度比２億７，３７２万５，０００円（０．９％）

増の２９８億２２３万６，０００円としたところであります。 

なお、一般会計当初予算案は、政策的経費の一部を除いた骨格予算としております

ので申し添えます。 

　また、令和７年度末の財政調整基金残高は約１２億７，７００万円を確保できる見
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込みでございますが、市民病院や消防庁舎の建替整備、東総地区クリーンセンター匝

瑳中継施設、産業用地の整備等の大規模事業が控えていることから、これまで以上に

財政運営が厳しくなることが予想されます。 

　引き続き、財政健全化に全力で取り組んでまいります。 

　 

■３　施策の概要 

次に、市民の皆様にお約束した、私の２期目のマニフェストを申し上げます。 

 

まず、市政運営に当たっては、前回に引き続き、３つの基本姿勢を持って取り

組んでまいります。 

１つ目として、「市民との対話による開かれた市政運営、行政の取組を見える

化」することであります。 

２つ目として、「地域経済の活性化！地域資源をフル活用し、磨きをかけて全

国発信」することであります。 

３つ目として、「前例を打破しチャレンジする行政へ転換」することでありま

す。 

 

次に、市民との協働によるまちづくりを基本に据えた「今住む人が幸せに暮ら

し、若者や子どもたちが住み続ける地域づくり」の実現に向けた、「６つのまち

づくりビジョン」を申し上げます。 

 

はじめに、１つ目のビジョンは、「健康で生きがいを持ち、笑顔があふれるま

ちづくり」であります。具体的には、 

① 誰もが相互に尊重し支え合う共生社会の実現 

② 生涯学習とスポーツ振興の推進による健康づくり 

③ 医師会との連携。保健衛生の推進と市民病院の建替整備 

の３項目になります。 

　このうち、市民が望む、市民病院の建替整備につきましては、昨年１２月末ｚに

基本設計が完了いたしました。令和８年度は実施設計を行い、令和９年７月には、

いよいよ建設工事が開始される予定です。高機能かつコスト抑制を意識した病院建



- 4 -

設に向け、引き続き取り組んでまいります。 

 

　２つ目のビジョンは、「安心安全に暮らせるまちづくり」であります。具体的

には、 

① 消防署の建設。激甚化する風水害対策など災害に強いまちを築く 

② 市民の防犯意識を高め犯罪のないまちを目指す 

③ 通学路を含む交通安全対策の強化 

の３項目になります。 

 

　３つ目のビジョンは、「いきいきと暮らす子育てと福祉のまちづくり」であり

ます。具体的には、 

① 子育てに関する相互支援の輪を広げ、産み育てやすい環境を整備 

② 次代を生き抜く子どもたちへＩＣＴや英語教育の充実 

③ 地域包括ケアシステムの構築といきいきと暮らす生涯活躍のまちへ 

の３項目になります。 

 

４つ目のビジョンは、「未来へ夢と希望を持てるまちづくり」であります。具体

的には、 

① 成田空港機能強化・銚子連絡道路延伸による産業用地の整備や雇用の確保 

② ＳＤＧｓの推進。脱炭素先行地域の実現と連動した地域課題の解決 

③  新たな観光資源の整備。自然や伝統文化・歴史遺産を活かした賑わうまちづ

くり 

④ 地域のイメージを高めるシティ・プロモーションの強化 

の４項目になります。 

　このうち、銚子連絡道路の延伸効果を活かす、産業用地整備につきましては、匝瑳

ＩＣ周辺まちづくり協議会及び事業化検討パートナーと連携し、計画の具体化に向け

ての検討をしっかり進め、匝瑳市の未来を拓く産業用地を目指してまいります。 

　また、脱炭素先行地域の実現では、一般家庭や公共、民間施設への太陽光発電設備、

蓄電池の導入を推進するとともに、令和８年度には水田ソーラーシェアリングを導入

する計画であり、再生可能エネルギーの地産地消を図り、２０５０年のカーボンニュ
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ートラルに向けて取組を加速してまいります。 

 

　５つ目のビジョンは、「農林水産業と商工業の発展を目指すまちづくり」でありま

す。具体的には、 

① 持続可能な農業基盤と農業所得向上を図り、担い手育成に取り組む 

② 官民連携など商工支援団体と連携し、商工業者に対する支援の拡充 

③ 国や県に地域の声を届け、実情に即した支援の要望 

④ 若者がチャレンジできる・したいと思える環境づくり 

の４項目になります。 

 

　最後に、６つ目のビジョンは、「持続可能な行財政運営に取り組むまちづくり」

であります。具体的には、 

① 財政健全化の推進と行政のデジタル化やワンストップ窓口の推進 

② 公共施設の統廃合や機能集約を進め、維持管理コストを抑制 

③ 協働で解決策を共に考え、持続可能な行政を目指す 

④ 新たな施策に積極果敢に挑戦する職場づくりと職員の育成 

の４項目になります。 

　 

　以上、まちづくりビジョンの概要とともに、私の所信を申し上げました。 

　今後もこれらの施策につきましては、匝瑳市総合計画等との整合性を図りながら、

計画的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 

■４　むすびに 

結びに、これからも市民の皆様の「声を力に」、職員と力を合わせて、新しい

アイディアや柔軟な発想を最大限引き出し、失敗を恐れることなく「挑戦するま

ち、誇れる未来」へと、これまで蒔いてきた種を一つ一つ形にするとともに、持

続可能な行財政運営の確立に向けて、私自身「粉骨砕身」骨身を惜しまず一生懸

命に働く決意であります。 

議員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力、御支援をお願い申し上げる次第

であります。 
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報告第１号 

 

　　　専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について） 

 

　本件は、市有自動車による交通事故について、地方自治法第１８０条第１項の規定

により専決処分をしたので、同条第２項の規定により議会に報告するものであります。
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議案第１号 

 

専決処分の承認を求めることについて（令和７年度匝瑳市一般会計補正予算

（第５号）について） 

 

本案は、令和８年１月２３日の衆議院の解散に伴い同年２月８日に執行された

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する経費として、歳入歳出

それぞれ２，１８５万１，０００円を増額補正するに当たり、議会を招集する時

間的余裕がなかったため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、同年１月

２３日に専決処分をしたので、同条第３項の規定により、これを議会に報告し、

承認を求めるため提案いたした次第であります。 

この結果、令和７年度匝瑳市一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７８

億６，５１２万２，０００円となりました。 
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議案第２号 

 

令和８年度匝瑳市一般会計予算について 

 

本案は、令和８年度匝瑳市一般会計予算の総額を歳入歳出それぞれ１７０億９，

４００万円といたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第３号 

 

　　　令和８年度匝瑳市国民健康保険特別会計予算について 

 

　本案は、令和８年度匝瑳市国民健康保険特別会計予算の総額を歳入歳出それぞ

れ４５億３，３００万円といたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第４号 

 

　　　令和８年度匝瑳市後期高齢者医療特別会計予算について 

 

　本案は、令和８年度匝瑳市後期高齢者医療特別会計予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ７億２，３５０万円といたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第５号 

 

令和８年度匝瑳市介護保険特別会計予算について 

 

本案は、令和８年度匝瑳市介護保険特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ４

０億７，７６０万円といたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第６号 

 

　　　令和８年度匝瑳市病院事業会計予算について 

 

　本案は、令和８年度匝瑳市病院事業会計予算の総額のうち、収益的収入及び支

出につきまして、それぞれ３１億２，２００万円とし、資本的収入及び支出につ

きまして、収入２億１，２５５万７，０００円、支出２億５，２１３万６，００

０円といたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第７号 

 

令和７年度匝瑳市一般会計補正予算（第６号）について 

 

本案は、歳入歳出それぞれ５，６３０万９，０００円を追加し、令和７年度匝

瑳市一般会計予算の総額を歳入歳出それぞれ１７９億２，１４３万１，０００円

といたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第８号 

 

　　　令和７年度匝瑳市病院事業会計補正予算（第３号）について 

 

本案は、令和７年度匝瑳市病院事業会計予算のうち、資本的収入及び支出につきま

して、収入を４，１９２万２，０００円減額し、収入の総額を４億６，１３４万６，

０００円とし、支出を２７１万２，０００円減額し、支出の総額を５億２，９４５万

５，０００円といたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第９号 

 

　　　匝瑳市まち・ひと・しごと創生推進基金条例の制定について 

 

　本案は、地域再生法第５条第４項第２号に規定するまち・ひと・しごと創生寄

附活用事業に要する経費の財源に充てるため、匝瑳市まち・ひと・しごと創生推

進基金を設置することに関し必要な事項を定めるため提案いたした次第でありま

す。 
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議案第１０号 

 

　　　匝瑳市職員の給与に関する条例及び匝瑳市会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

本案は、地域手当の支給率について所要の改正をいたしたく提案いたした次第

であります。 
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議案第１１号 

 

　　　匝瑳市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び匝瑳市

病院事業の管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

　本案は、本市の財政状況等を考慮し、令和８年度において常勤特別職職員及び

病院事業管理者に支給される給料について、その支給額を削減することといたし

たく提案いたした次第であります。 
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議案第１２号 

 

　　　匝瑳市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

本案は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、「子ども・子

育て支援金制度」が創設されたことに伴い、令和８年度以降の国民健康保険税に

おける子ども・子育て支援納付金課税額に係る規定を整備するため、提案いたし

た次第であります。 
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議案第１３号 

 

　　　匝瑳市消防団条例の一部を改正する条例の制定について 

 

本案は、令和８年度から消防団員の定数を改定いたしたく提案いたした次第で

あります。 
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議案第１４号 

 

　　　匝瑳市企業誘致及び雇用促進に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

　本案は、更なる企業誘致を図るため、土地又は建物を含む投資に対する奨励措

置を拡充するほか、厳しい財政状況への対応や、より効果的で持続的な施策の実

施を目的として、償却資産のみの投資に対する奨励措置を変更するため、所要の

改正をいたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第１５号 

 

　　　指定管理者の指定について（匝瑳市豊栄コミュニティセンター） 

 

　本案は、匝瑳市豊栄コミュニティセンターの指定管理者として匝瑳市豊栄地区

区長会を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提案い

たした次第であります。 
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議案第１６号 

 

　　　指定管理者の指定について（匝瑳市須賀コミュニティセンター） 

 

　本案は、匝瑳市須賀コミュニティセンターの指定管理者として匝瑳市須賀地区

区長会を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提案い

たした次第であります。 
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議案第１７号 

 

　　　指定管理者の指定について（匝瑳市匝瑳コミュニティセンター） 

 

　本案は、匝瑳市匝瑳コミュニティセンターの指定管理者として匝瑳市匝瑳地区

区長会を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提案い

たした次第であります。 
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議案第１８号 

 

　　　指定管理者の指定について（匝瑳市豊和コミュニティセンター） 

 

　本案は、匝瑳市豊和コミュニティセンターの指定管理者として匝瑳市豊和地区

区長会を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提案い

たした次第であります。 
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議案第１９号 

 

　　　指定管理者の指定について（匝瑳市吉田コミュニティセンター） 

 

　本案は、匝瑳市吉田コミュニティセンターの指定管理者として匝瑳市吉田地区

区長会を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提案い

たした次第であります。 
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議案第２０号 

 

　　　指定管理者の指定について（匝瑳市飯高コミュニティセンター） 

 

　本案は、匝瑳市飯高コミュニティセンターの指定管理者として匝瑳市飯高地区

区長会を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提案い

たした次第であります。 
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議案第２１号 

 

　　　指定管理者の指定について（匝瑳市共興コミュニティセンター） 

 

　本案は、匝瑳市共興コミュニティセンターの指定管理者として匝瑳市共興地区

区長会を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提案い

たした次第であります。 
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議案第２２号 

 

　　　指定管理者の指定について（匝瑳市平和コミュニティセンター） 

 

　本案は、匝瑳市平和コミュニティセンターの指定管理者として匝瑳市平和地区

区長会を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提案い

たした次第であります。 
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議案第２３号 

 

　　　指定管理者の指定について（匝瑳市椿海コミュニティセンター） 

 

　本案は、匝瑳市椿海コミュニティセンターの指定管理者として匝瑳市椿海地区

区長会を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提案い

たした次第であります。
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議案第２４号 

 

　　　匝瑳市過疎地域持続的発展計画の変更（事業内容の追加）について 

 

　本案は、匝瑳市過疎地域持続的発展計画に定める事業内容を追加することにつ

いて、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１０項の規定に

より議会の議決を求めるため、提案いたした次第であります。 
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議案第２５号 

 

　　　匝瑳市過疎地域持続的発展計画の変更（計画期間等の変更）について 

 

　本案は、匝瑳市過疎地域持続的発展計画の計画期間等を変更することについて、

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１０項の規定により議

会の議決を求めるため、提案いたした次第であります。 
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議案第２６号 

 

　　　新市建設計画の変更について 

 

本案は、新市建設計画を変更することについて、市町村の合併の特例に関する法律

附則第２条第２項の規定によりなお効力を有することとされる同法第５条第７項の

規定により、議会の議決を求めるため提案いたした次第であります。 
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議案第２７号 

 

　　　市道路線の廃止について 

 

　本案は、市道１２１８９号線の認定延長修正に伴う起点変更のため、市道路線

の廃止をいたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第２８号 

 

　　　市道路線の認定について 

 

　本案は、市道１２１８９号線の認定延長修正に伴う起点変更のため、市道路線

の認定をいたしたく提案いたした次第であります。


